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議案第１１号 専決処分の報告及び承認について 

（令和８年４月１日付け市職員の人事異動について） ····· P  3／14 

 

 

○報 告 

 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部改正に

ついて 

 ·································································· P  7／14 

 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の一部改正に

ついて 

 ·································································· P 12／14 
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議案第１１号 

   専決処分の報告及び承認について 

（令和８年４月１日付け市職員の人事異動について） 

 四日市市教育委員会事務委任規則（昭和３９年四日市市教委規則第１１号）第

３条第１項の規定に基づき、令和８年４月１日付け市職員の人事異動について、

次のとおり、教育長が専決により処分したので、同条第２項により報告し、承認

を求める。 

  令和８年４月８日提出 

                   四日市市教育長  廣 瀬 琢 也 

 

  専決処分の内容 

    別紙のとおり 
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氏　名 旧所属・役職

1 教育長 廣　瀬　琢　也

2 副教育長 磯　村　寿　子 長　谷　川　術
市立四日市病院事務局副管
理者、事務長

3 教育監 稲　毛　弥　生

4
政策推進監、同和行政推進監、
政策推進部政策推進監

田　中　幹　久 加　藤　正　之 人権・同和教育課長補佐

　参事 　参事

森　　　啓　祐 一　川　香世子

6
教育総務課副参事、
総務グループリーダー

内　田　憲　児

7
教育総務課副参事、
政策グループリーダー

森　川　秀　明

8
教育総務課副参事、こども未来部
こども未来課副参事、青少年育成室長

山　路　隆　之 太　田　貴　志 笹川小学校教頭

9
教育総務課副参事、こども未来部保育幼稚園課
副参事、課長補佐 山　内　祥　代 山　内　祥　代

教育総務課副参事、こども未来部
保育幼稚園課副参事、課長補佐、
こども施設再編推進室付主幹

10
教育総務課副参事、こども未来部
保育幼稚園課副参事、幼児教育センター所長

藤　原　良　美 川　森　佳　代
四日市中央こども園付主幹、
副園長

12 教育施設課副参事、課長補佐 粂　内　秀　夫

　参事

高　橋　雅　紀

14
学校教育課副参事、
課長補佐

山　口　和　宏 羽　場　宏　幸 大池中学校教頭

（再任用）

平　田　　　茂

　参事 　参事

川　本　一　也 吉　原　隆　行

17
人権・同和教育課副参事、総務部
人権センター副参事（統括教育相談担当）

鈴　木　孝　俊

　参事 　参事

坂　下　亮　介 佐　藤　顕　一

19 教育推進課副参事、課長補佐 重　内　庸　司

20
教育推進課副参事、
みんなのブカツ推進室長

水　谷　朋　裕

15

（　留　任　）

令和８年度　教育委員会　管理職配置

新
役　　　　　　　　　職 旧

5 教育総務課長

教育施設課長11

学校教育課長13

（　留　任　）

（　留　任　）

人権・同和教育課長16

18 教育推進課長

学校教育課副参事、
学校給食センター所長

内　田　和　宏

（　留　任　）

（　留　任　）

（　留　任　）

（　留　任　）

（　留　任　）

下野小学校長

（　留　任　）

（　留　任　）

財政経営部参事、財政課長

（　留　任　）

三重西小学校長
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氏　名 旧所属・役職

新
役　　　　　　　　　職 旧

　参事

川　森　　　薫

22
育ち支援課副参事、
生徒指導グループリーダー

（課長補佐級） 樋　口　範　之 山手中学校教頭

23
育ち支援課副参事、
特別支援教育・相談グループリーダー

西　村　康　子

24
育ち支援課副参事、
登校サポートセンター所長

坂　下　千　穂

26 図書館副参事、副館長、奉仕係長 （課長補佐級） 川　﨑　恵美子 図書館副館長、奉仕係長

27 博物館副館長

21 育ち支援課長

25 図書館長 谷　本　智佳子

（　留　任　）

杉　田　朋　之

（　留　任　）

（　留　任　）

（　留　任　）

（　留　任　）

5/14



氏名 旧所属・役職

　副参事

佐　藤　敦　子

　副参事

山　本　直　子

　副参事

加　藤　由美子

　副参事

東　出　なるみ

高　原　栄　美 笹川中央幼稚園長

西　井　きよみ

（昇　任）

(　留　任　）

今　西　　　光

森　　　純　子

5
幼稚園型認定こども園
羽津幼稚園長

4 三重幼稚園長

幼稚園型認定こども園
海蔵幼稚園長

2
幼稚園型認定こども園
泊山幼稚園長

加　藤　由美子

1

【幼稚園】 　

役　　　　　　　　　職 旧
新

8
幼稚園型認定こども園
笹川中央幼稚園長

3
幼稚園型認定こども園
内部幼稚園長

泊山幼稚園付主幹、副園長

(　留　任　）

廣　田　美代子

※　閉　園

大矢知幼稚園長6

7
幼稚園型認定こども園
常磐中央幼稚園長

高　原　栄　美

(　留　任　）

林　　　由　喜
保育幼稚園課付主幹、
幼児教育センター所付主幹
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四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

                      四日市市長  森  智 広  森  

智 広     

四日市市規則第４２号 

   四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を 

改正する規則 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和３年四

日市市規則第６１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（学校給食費の額） （学校給食費の額） 

第４条 条例第４条第２項に規定する規

則で定める学校給食費の額（以下「学校

給食費負担額」という。）は、１日当た

り次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

第４条 条例第４条第２項に規定する規

則で定める学校給食費の額（以下「学校

給食費負担額」という。）は、１日当た

り次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

(1) 小学校の第１学年から第３学年ま

での児童 ３１５円 

(1) 小学校の第１学年から第３学年ま

での児童 ２５６円 

(2) 小学校の第４学年から第６学年ま

での児童及び小学校において学校給

食の提供を受ける教職員等 ３３０

円 

(2) 小学校の第４学年から第６学年ま

での児童及び小学校において学校給

食の提供を受ける教職員等 ２６８

円 

(3) 中学校の第１学年から第３学年ま

での生徒及び中学校において学校給

食の提供を受ける教職員等 ３６９

円 

(3) 中学校の第１学年から第３学年ま

での生徒及び中学校において学校給

食の提供を受ける教職員等 ３００

円 

２ （略） ２ （略） 

  

（減免） （減免） 
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第１０条 条例第７条の規定により学校

給食費を免除することができる場合は、

次に掲げるとおりとする。 

第１０条 条例第７条の規定により学校

給食費を免除することができる場合は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 学校給食費負担者が震災、風水害、

落雷、火災その他これらに類する災害

により甚大な被害を受けた場合 

(1) 学校給食費負担者が震災、風水害、

落雷、火災その他これらに類する災害

により生命及び身体、住宅又は家財に

ついて甚大な被害を受けた場合 

(2) （略） (2) （略） 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

  

   附 則    附 則 

 （施行期日）  

１ この規則は、令和４年４月１日から施

行する。ただし、第３条の規定は、公布

の日から施行する。 

この規則は、令和４年４月１日から施行

する。ただし、第３条の規定は、公布の日

から施行する。 

 （学校給食費の特例）  

２ 当分の間、次の各号のいずれかに該当

する児童又は生徒の保護者を除き、本市

が設置する小学校の児童の保護者につ

いては、学校給食費の全額を、本市が設

置する中学校の生徒の保護者について

は、学校給食費のうち１日あたり３００

円を超えた額を免除する。 

 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）第１３条に規定する教育扶助を

受けている保護者 

 

 (2) 前号に掲げる保護者のほか、この規

則の規定による学校給食費以外の学

校給食費その他これに類する給付等

を受けている保護者 

 

３ 前項の規定の適用をうける生徒の保

護者に対する別表の規定の適用につい
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ては、別表中「６，０００円」とあるの

は「４，９００円」と読み替えるものと

する。 

 

改正後 

別表（第６条関係） 

 期別 期納付額 納期限  

 小学校の第１

学年から第３

学年までの児

童 

小学校の第４

学年から第６

学年までの児

童及び小学校

において学校

給食の提供を

受ける教職員

等 

中学校の第１

学年から第３

学年までの生

徒及び中学校

において学校

給食の提供を

受ける教職員

等 

 

 第１期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円 （略）  

 第２期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第３期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第４期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第５期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第６期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第７期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第８期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第９期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第１０期 ５，４００円 ５，７００円 ６，０００円  

 第１１期 （略）  

 

 

改正前 

別表（第６条関係） 

 期別 期納付額 納期限  
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 小学校の第１

学年から第３

学年までの児

童 

小学校の第４

学年から第６

学年までの児

童及び小学校

において学校

給食の提供を

受ける教職員

等 

中学校の第１

学年から第３

学年までの生

徒及び中学校

において学校

給食の提供を

受ける教職員

等 

 

 第１期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円 （略）  

 第２期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第３期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第４期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第５期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第６期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第７期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第８期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第９期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第１０期 ４，４００円 ４，６００円 ４，９００円  

 第１１期 （略）  

 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局学校教育課） 
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＜参考資料＞ 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  昨今の急激な物価高騰に伴い小中学校の学校給食費の価格改定を行う。また、市町村給食費負担

軽減交付金（仮称）と市費による公費負担により、当面の間、小学校児童については学校給食費を

完全無償化し、中学校生徒も価格改定前後の差額を無償化するよう規則を改正する。 

  また、条例第７条の規定による学校給食費の免除の対象を、より柔軟に対応できるよう改正する。 

 

２ 改正の要点 

令和８年度以降の小中学校の学校給食費における１食当たりの単価と期納付額を下記のとおり改

正する。 

 

記  

 

 １食単価 期納付額 

改定後 改定前 改定後 改定前 

小学校（低学年） 315 円/食 256 円/食 5,400 円/期 4,400 円/期 

小学校（高学年） 330 円/食 268 円/食 5,700 円/期 4,600 円/期 

中学校 369 円/食 300 円/食 6,000 円/期 4,900 円/期 

 

以上 

 

また、学校給食費の免除の対象として、第１０条１項１号に「学校給食費負担者が震災、風水害、

落雷、火災その他これらに類する災害により生命及び身体、住宅又は家財について甚大な被害を受

けた場合」と定められているが、令和６年の能登半島地震では、一時的な離職や休業、生活再建支援

の観点から給食費が免除される事例もあり、「生命及び身体、住宅又は家財」以外にも様々な被害が

想定される。 

災害による被害は、被害の対象を定めることで、柔軟な支援の妨げとなる可能性があることから、

「生命及び身体、住宅又は家財について」の文言を削除する。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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四日市市告示第１３４号 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の一部を改正

する要綱を次のように定める。 

令和８年３月２７日 

四日市市長  森  智 広   

 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の一部を

改正する要綱 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱（令和４年四

日市市告示第１５２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表（第４条関係） 

食材に関する特別の配慮又

は特別の事情により提供を

受ける学校給食 

 

学校給食費負担額 

小学校の第１学

年から第３学年

までの児童 

小学校の第４学

年から第６学年

までの児童 

中学校の第１

学年から第３

学年までの生

徒 

主食と副食 ２４６円 ２６１円 ３００円 

主食がパン

である学校

給食の場合 

 

主食と牛乳 １３４円 １４２円 １４９円 

主食 ６５円 ７３円 ８０円 

副食と牛乳 ２５０円 ２５７円 ２８９円 

副食 １８１円 １８８円 ２２０円 

主食が米飯

である学校

給食の場合 

 

主食と牛乳 １６３円 １７６円 １８８円 

主食 ９４円 １０７円 １１９円 

副食と牛乳 ２２１円 ２２３円 ２５０円 

副食 １５２円 １５４円 １８１円 

牛乳 ６９円 ６９円 ６９円 

  

 

改正前 
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別表（第４条関係） 

食材に関する特別の配慮又

は特別の事情により提供を

受ける学校給食 

 

学校給食費負担額 

小学校の第１学

年から第３学年

までの児童 

小学校の第４学

年から第６学年

までの児童 

中学校の第１

学年から第３

学年までの生

徒 

主食と副食 ２０１円 ２１３円 ２４５円 

主食がパン

である学校

給食の場合 

 

主食と牛乳 １１０円 １１６円 １２９円 

主食 ５５円 ６１円 ７４円 

副食と牛乳 ２０１円 ２０７円 ２２６円 

副食 １４６円 １５２円 １７１円 

主食が米飯

である学校

給食の場合 

 

主食と牛乳 １１３円 １２１円 １１９円 

主食 ５８円 ６６円 ６４円 

副食と牛乳 １９８円 ２０２円 ２３６円 

副食 １４３円 １４７円 １８１円 

牛乳 ５５円 ５５円 ５５円 

  

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局学校教育課） 
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＜参考資料＞ 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  昨今の急激な物価高騰に伴い小中学校の給食費の価格改定を行う。これに伴い四日市市学校給食

の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱（以下「要綱」という。）に定める別表第１（第

４条関係）の食材に関する特別の配慮又は特別の事情により提供を受ける学校給食（以下「アレル

ギー給食等」という。）の学校給食費負担額の価格改定を行う。 

 

２ 改正の要点 

  アレルギー給食等の喫食者は、要綱の別表（第４条関係）に定められた１０種類の減額パターン

から、提供された学校給食に最も近い減額パターンの学校給食費負担額を負担する。 

この別表の価格設定は、下記の４項目の価格を算定し、その組み合わせ（１０パターン）でアレ

ルギー給食等の学校給食費負担額を決定している。 

今回、学校給食費の価格改定と併せて下記の４項目について価格改定が生じるため改正する。 

 

記  

 

項目 
価格 

算定方法 
改定後 改定前 

主食 

（米飯）

小学校（低学年） ９４円 ５８円 

令和８年度の見積額から１食単価を試算 小学校（高学年） １０７円 ６６円 

中学校 １１９円 ６４円 

主食 

（パン）

小学校（低学年） ６５円 ５５円 

令和８年度の見積額から１食単価を試算 小学校（高学年） ７３円 ６１円 

中学校 ８０円 ７４円 

副食 

小学校（低学年） 
残額 

（右記） 
残額 

（右記） 

副食＝学校給食費‐主食（米飯又はパン）‐

牛乳 
小学校（高学年） 

中学校 

牛乳（共通） ６９円 ５５円 
令和８年度の見積額から試算（小数点以下四

捨五入） 

 

以上 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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